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７．参加型まちづくりの方針 

(1)基本方針 

 

 

 

 

まちづくりの基本目標⑥において述べたように、これからのまちづくりにお

いては、地域住民やコミュニティが主体となって自分たちのまちづくりを考え

ていくことが非常に重要です。 

このため、住民へのまちづくりに関する情報公開や住民がまちづくりに参加

しやすい環境づくりを進めるとともに、住民が主体となって考えるまちづくり

が、現実に機能するための仕組みを整えます。 

 

 

 

 

 

 

(2)参加型まちづくりの方針 

①住民発意・提案のまちづくり 

《住民発意・提案のまちづくり》 

地域住民が自ら考え、提案できるまちづくりのシステムとして、市土地利用条例に基

づき、「地区まちづくり計画」を進めます。 

地区まちづくり計画を策定しようとする住民（地区まちづくり協議会）は、身近な地

域の将来あるべき姿や、その実現のために何が必要かを検討し、「地区まちづくり計画」

としてまとめ、市へ提案することができます。提案された地区まちづくり計画は、まち

づくり審議会の意見を踏まえ、本計画に反映されます。市は本計画に反映された計画内

容について、優先的に取り扱うものとします。 

このため、市は地区まちづくり計画の趣旨および内容を住民に積極的に PR し、地区

まちづくり計画の策定を奨励するとともに、専門家の派遣などの支援を行います。 

 

（参加型まちづくりの基本方針） 

住民参加と協働によるまちづくりを進めるための 
仕組みをつくる

参加型まちづくりの方針 

  ①住民発意・提案のまちづくり  《住民発意・提案のまちづくり》

  ②参画機会の充実        《情報公開の充実》 

                  《参画機会の充実》 
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（地区まちづくり計画の位置付け） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《住民発意・提案のまちづくり》 

 

 

・ 地区まちづくり計

画の策定 
⇒ 

● 地区まちづくり計画の位置付け 

● 住民に対する地区まちづくり計画の PR および策定支援 

 

②参画機会の充実 

《情報公開の充実》 

住民がまちづくりにおいて必要な情報を適正に把握できるように、広報やインターネ

ットなど様々な媒体を活用し、まちづくりの情報公開や、意見聴取の場を積極的に確保

し、住民と連携しながら進めるまちづくりの実現を図ります。 

□ 快適な暮らしの環境をコーディネートする 
□ 水と緑の環境を守り、未来へつなぐ 

□ 交通ネットワーク、公共交通を充実する 
□ 産業の発展と交流の促進によるにぎわいをつくる 
□ 安全で安心できる都市生活を確保する 

■ 参加と協働のまちづくりを進める 

協議 

助言、勧告 

条例に定める要件に該当 

提案 

＜地区住民＞ ＜市長＞ 

地区まちづくり計画を策定 

しようとする地区住民の団体で、 

条例に定める要件に該当する団体 

地区まちづくり協議会が 

「地区まちづくり計画」を策定 

「地区まちづくり協議会」として認定

まちづくり基本計画を変更 

まちづくり基本計画 

 土地利用誘導区域において「地区まちづくり計画策定区

域」として位置付け 

 計画内容の「地域づくりの基本計画」への反映 
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《情報公開の充実》 

 

 

・ 情報公開の充実 

⇒ 

● 広報、インターネットなどを活用した情報公開と意見聴取

（パブリックコメント制度）の充実 

● 住民、団体、企業、行政がまちづくりについて協議する場の

設置 

● 外国人に向けた新たな広報活動の充実 

 

 

《参画機会の充実》 

情報公開や意見聴取だけにとどまらず、計画策定の段階から、委員会などへの住民の

参画を積極的に進め、住民とともに考えるまちづくりが実現できる仕組みを充実します。 

 

 

《参画機会の充実》 

 

 

・ 参画機会の充実 

⇒ 

● 委員会などへの住民の参画の充実 

● ワークショップ形式による公園づくりなど、住民参加による

整備計画の作成 

 

 

 

□ 快適な暮らしの環境をコーディネートする 
□ 水と緑の環境を守り、未来へつなぐ 
□ 交通ネットワーク、公共交通を充実する 

□ 産業の発展と交流の促進によるにぎわいをつくる 
□ 安全で安心できる都市生活を確保する 
■ 参加と協働のまちづくりを進める 

□ 快適な暮らしの環境をコーディネートする 
□ 水と緑の環境を守り、未来へつなぐ 

□ 交通ネットワーク、公共交通を充実する 
□ 産業の発展と交流の促進によるにぎわいをつくる 
□ 安全で安心できる都市生活を確保する 

■ 参加と協働のまちづくりを進める 




